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（仮称）金沢市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画

（案）

第１部 計画の基本的考え方

１．［計画策定の趣旨］

配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス。以下「ＤＶ」といいます。)※
は、ときには犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、外部からその発見が困

難な家庭内において行われることが多いため、潜在化しやすく、また、加害者に罪の

意識が薄いという傾向があることから、被害が深刻化しやすいという特徴があります。

平成２０年に内閣府が実施した全国の２０歳以上の男女を対象にした調査では、結

婚したことがある人のうち配偶者からの「身体的暴行」、「心理的攻撃」、「性的強

要」のいずれかを１つでも受けたことがあるという被害経験がある人は、女性で３３．

２％、男性で１７．８％にのぼっています。また、本市においても女性相談室におけ

る「夫等の暴力」に関する平成２０年度の相談件数が２００件を超えるなど、ＤＶ対

策は安全な市民生活を守る上で喫緊の課題となっています。

このような状況を改善するため、平成１３年４月にＤＶにかかる通報、相談、保護、

自立支援等の体制整備及びＤＶ防止と被害者保護を目的として「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法律」（以下「ＤＶ防止法」といいます。）が制定され

ました。

また、平成１６年５月のＤＶ防止法改正において、ＤＶの定義の拡大及び保護命令

制度の拡充等が行われるとともに、国の基本方針が策定され、都道府県においても基

本計画策定が義務付けられました。

さらに、平成１９年７月には基本計画策定を市町村の努力義務とする第２次改正が

行われ, 住民に最も身近な行政主体である市町村の役割も大変重要になりました。
これらのことから、本市においてもこれまで以上に配偶者からの暴力の防止、被害

者の保護と自立支援、また、市民への啓発等のＤＶ対策の充実を図るため、「金沢市

配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する基本計画」を策定することとし

ました。

※配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス）

「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす

言動（精神的暴力や性的暴力など）をいいます。なお、この計画の「配偶者」には、ＤＶ防止法の定義と同

様に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みますが、恋人や交際相手は含みません。ただし、配偶者

からの暴力を受けた後に離婚し、元配偶者から引き続き受ける暴力については、「配偶者からの暴力」に含み

ます。
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２．［計画の性格と位置づけ（イメージ図）］

この計画は、ＤＶ防止法第２条の３第３項の規定に基づく金沢市の基本計画として

策定するとともに、「金沢市男女共同参画推進行動計画」の基本目標４「女性の人権

が守られる社会づくり」の達成を目指すための計画としても位置付けています。また、

国、県及び関係機関との連携による一体的な施策の推進を図ることとしています。

３．［計画の期間］

○本計画の期間は、平成２２（２０１０）年度から平成２６（２０１４）年度まで

の５年間とします。

○計画期間中に法律及び国の基本方針が見直された場合又は新たに盛り込むべき

事項等が生じた場合には、必要に応じて見直すこととします。

４．〔計画の進行管理〕

基本目標における具体的な施策について、毎年施策ごとに各担当課の実施状況をま

とめ、「金沢市男女共同参画審議会」等で点検・評価を行います。
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５．［基本理念］

ＤＶは重大な人権侵害であり、すべての市民が安心して安全に暮らすためには、そ

の根絶が求められます。

また、近年、「恋人からの暴力」いわゆる「デートＤＶ」が問題となっていること

から、本計画においてはデートＤＶの根絶も含めるものとし、基本理念を次のとおり

とします。

６．［基本的視点］

① ＤＶはどんな理由があっても決して許されないという認識に立つこと

② ＤＶの特徴や被害の実態を十分に理解し、被害者の立場に立った切れ目のない

支援に努めること

③ 地域の課題に即したきめ細かな取り組みを進めること

④ 既存の福祉制度等を十分に活用すること

⑤ 施策の推進には、国、県、市町村等の関係機関及び民間団体等の連携が不可欠

であること

７．［基本目標］

ＤＶの早期発見及び相談支援体制の充実

２ 被害者の安全確保と自立支援の充実

ＤＶ防止のための啓発活動の充実

関係機関の連携と協力

配偶者等からの暴力のない安心して暮らせるまち

１

２

３

４
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第２部 施策の展開

基本目標１ ＤＶの早期発見及び相談支援体制の充実

〔現状の課題〕

◆ ＤＶは配偶者やパートナーなどの親密な間柄で発生するため、暴力が潜在化し

やすく、また、周囲からも個人や家庭の問題として過小にみなされる傾向にあり

ます。このため周囲の人達が気付いたり、被害者が相談するまでに被害が拡大す

るおそれがあることから、早期発見が重要になります。

◆ ＤＶ被害の拡大を防ぐため、被害を発見しやすい立場にある医師等医療関係者

や保健及び地域福祉に携わる職員にも、ＤＶに対する理解やＤＶ被害者への対応

について啓発するとともに、通報や相談に関して協力を求めていく必要がありま

す。

◆ ＤＶ被害者が一刻も早く相談支援窓口の存在を知り、安心して相談することが

できるように相談支援窓口の周知を図るとともに、相談支援体制を整えることで、

被害の拡大を防ぐことができます。

◆ 現在、本市では女性相談室を設置し、ＤＶに関する相談を含めた女性からの悩

み事の相談を受け付けていますが、配偶者暴力相談支援センターの設置などさら

なる相談支援体制の充実が求められています。

重点施策１ 早期発見のための体制づくり

【取組内容】

(1) ＤＶ被害者対応にかかるマニュアルを作成・配布

(2) 医療関係者に対する啓発

(3) 地域の福祉関係者に対する啓発

(4) 教員等学校関係者に対する啓発

重点施策２ 相談支援窓口の周知の徹底

【取組内容】

(5) 市のＨＰ、広報等による相談支援窓口の周知

重点施策３ 配偶者暴力相談支援センターの設置

【取組内容】

(6) 配偶者暴力相談支援センターの開設・運営

重点施策４ 相談支援員の資質向上のための研修の充実

【取組内容】

(7) 相談支援員の各種研修への参加
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基本目標２ 被害者の安全確保と自立支援の充実

〔現状の課題〕

◆ ＤＶ被害者については、まずは安全を確保するとともに、被害者本人の状況と

意向に配慮しながら支援を行っていくこと、また、必要な場合には、スムーズに

一時保護につなげることが大変重要です。

◆ 被害者の置かれた状況によっては、保護命令の手続き等が必要な場合も考えら

れるため、被害者に対して適宜、支援のためのさまざまな制度に関する情報を提

供し、助言を行っていくことが必要です。

◆ 加害者が被害者の居場所を探すことも考えられるため、被害者の個人情報の管

理に細心の注意を払うことが必要です。

◆ 被害者が自立して、新たな生活を始めるためには、住居の確保をはじめ、生活

の安定、就業、心身の健康に関する支援等総合的に、かつ、切れ目のない支援を

行っていくことが必要です。

◆ 子どもを同伴するケースも多いため、保育や就学等に関することのほか、子ど

もの心のケアについても、被害者と一緒に考えていくことが必要です。

重点施策５ 被害者の安全確保のための体制づくり

【取組内容】

(8) 緊急時における被害者の安全確保

(９) 保護命令等に関する情報提供及び手続等の支援

(10) 被害者に関する情報の保護

重点施策６ 被害者に対する適切な情報提供

【取組内容】

(11) 支援のための様々な制度の利用に関する情報提供

重点施策７ 被害者の自立に向けた支援の実施

【取組内容】

(12) 住居の確保に関する支援

(13) 生活の安定のための支援

(14) 就業に向けた支援

重点施策８ 被害者の健康に関する支援の実施

【取組内容】

(15) 適切な医療を受けるための支援

(16) 心の健康を回復するためのカウンセリング等の支援
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重点施策９ 被害者の子どもに対する支援の実施

【取組内容】

(17) 保育・就学等に関する支援

(18) 児童相談所との連携による心のケア・発達に関する支援
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基本目標３ ＤＶ防止のための啓発活動の充実

〔現状の課題〕

◆ どのような理由があっても、また、たとえ親密な間柄であったとしても暴力は

決して許されるものではないという意識づくりが必要です。このため、様々な機

会を通じてより多くの市民を対象に、ＤＶ防止の啓発を行っていくことが重要で

す。

◆ 地域・企業等とも連携しながら啓発を行い、地域や企業における見守りやＤＶ

防止の気運を高めていくことが必要です。

◆ ＤＶは、配偶者間のみならず、若年層の男女や結婚前の男女の間にも起こって

いる現状があります。中学生、高校生等早い時期から、人間関係のあり方や男女

共同参画についての正しい知識を身につけることが重要です。

◆ 教員等がデートＤＶに関する正しい知識を得ることで、生徒たちの小さな変化

を見逃すことなく、また、実際に相談を受けた場合に適切な対応をすることがで

きます。このことからも教員等を対象とした定期的な研修の実施が必要です。

◆ ＤＶへの理解不足から被害者を傷付ける言動を行う等の二次被害を防止し、適

切な対応を行うために、市職員等に対し研修を実施することも必要です。

重点施策10 市民に対する啓発の推進

【取組内容】

(19) ＤＶ防止に関する広報の充実

(20) 研修会やシンポジウム等の開催

重点施策11 地域や企業等と連携した啓発の推進

【取組内容】

(21) 町会・地域団体・企業等を対象とした出前講座の実施

重点施策12 若年層等への教育・啓発の推進

【取組内容】

(22) 学校における人間関係の築き方を含めたデートＤＶ防止のための啓発

(23) 教員等に対しＤＶに関する研修を行うことによる指導力の向上

重点施策13 職員等に対する研修の充実

【取組内容】

(24) 二次被害防止のための窓口職員に対する研修の実施

(25) 地域力の向上のための地域の福祉関係者、公民館職員等に対する研修の

実施
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基本目標４ 関連機関等との連携と協力

〔現状の課題〕

◆ＤＶの防止やＤＶ被害者の安全確保、自立のための支援を行うことは、本市だ

けでできることではありません。関連機関や民間団体との適切な役割分担や連

携が必要です。

◆被害者一人ひとりに合った支援を行っていくためには、関連機関や民間団体と

の連携を生かし、柔軟に対応することが重要です。

重点施策14 関係機関・民間団体との連携強化

【取組内容】

(26) 庁外ネットワーク会議の設置

(27) 関係機関、民間団体との協働によるＤＶ防止のための啓発や被害者支援

等の実施

(28) 民間団体の育成と支援

重点施策15 庁内連携の強化

【取組内容】

(29) 庁内連携による被害者支援の実施


